
沖縄県北部医療組合について

共同事務

事務局
スタッフ：９名

沖縄県＋北部12市町村

建設整備
管理運営

議会
議員：17名

県議４、名護市議２、
町村議各１

１．公立沖縄北部医療センター（以下「北部医療センター」）の建設整備及び管理運営
２．北部医療センター附属診療所（以下「附属診療所」）の建設及び管理運営
３．北部医療センター及び附属診療所における医療従事者の確保

概 要

経 緯：沖縄県及び北部12市町村との基本合意（令和２年７月28日）を踏まえ設立
組 織：地方自治法第284条第２項による一部事務組合（沖縄県及び北部12市町村で組織）

地方公営企業法第２条第２項による財務規定等適用（独立採算原則）
管 理 者：沖縄県知事
副管理者：沖縄県副知事、名護市長

【構成団体】

沖縄県北部医療組合

北部地区医師会病院沖縄県立北部病院

統合

指定
管理

※基本設計プロポーザル案

（一財）北部医療財団（仮称）※Ｒ７設立予定

公立沖縄北部医療センター※Ｒ10開院予定

参考２
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管理者
【沖縄県知事】

副管理者
【沖縄県副知事】

事務局長
副参事

施設整備課（３）

整備運営方針の総合調整
予算の調整、執行及び決算
琉大教育センター
医療機関連携
議会、監査 など

実施設計
建設整備
開発許可
関連施設整備
医療機器整備 など

○沖縄県北部医療組合組織

副管理者
【名護市長】

総務課（４）

R5.4.1現在
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